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「新型コロナウイルスワクチンの廃棄」について 

 

標記の件につきまして、本日、集団接種会場において使用する１バイアル（６回

接種分に相当）のワクチンが使用不能と判断し、廃棄しました。 

 廃棄の経過や今後の対応などは以下のとおりです。 

 

記 

 

１． 経過について 

７月１５日（木）の吾妻町ふるさと会館における集団接種終了後、職員が予

備のワクチン１バイアルを保冷ボックスに入れて千々石庁舎へ帰庁。到着後、

薬品冷蔵庫に保管すべきところ、そのまま保冷ボックスに残したままとなって

いました。 

翌７月１６日（金）の医療機関へのワクチン配送準備中に、職員が吾妻町ふ

るさと会館用の保冷ボックスに残されていたワクチンに気づきましたが、長時

間経過していたことから使用不能と判断し廃棄しました。 

 

２． 今後の対応・再発防止 

非常に貴重なワクチンを無駄にしてしまうことになり、市民の皆さまに、

ご心配・ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。 

今後は、このような事がないよう、再発防止に努めて参ります。 
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